
令和 3 年度 愛寿苑デイサービスセンター事業計画 

 

【事業目的】 

介護保険法の理念に基づくと共に、高齢者が自立した生活を送れるよう老化や疾病に伴

い介護を必要とする者に対して通所による介護サービスを通じて支援することを目的とす

る。又、障害者総合支援法において、当事業所を基準該当サービス事業所として登録をし

ており、障害者の生活介護等のサービスの支援をすることも目的とする。 

 

【事業目標／事業方針】 

事業目標 事業方針 

利用者満足度の向上に努めます。 ○サービスの提供・評価を適切に行い、自立支援に向

けたサービス提供に努める。 

○居宅事業所等と情報を共有し、より良いサービスが

提供できるよう連携を図る。 

○施設内・施設外研修に積極的に参加し、ケアの知識

と技術を高める。 

○認知症予防及び認知症への対応力向上に向けた取り

組みの強化を行う。 

○利用者毎の得意なことや好きな事を生かした活動を

取り入れ、利用者の社会参加の機会を増やし、在宅

生活を続ける上での生きがい作りの援助を行う。 

○専門性の育成に向けた資格取得の推進 

 介護職員の資質向上のため、介護福祉士、介護支援

専門員等の資格取得に向けた研修（認知症実践者研

修、初任者研修、実務者研修、介護支援専門員実務

者研修等）への受講の支援を行う。 

感染症・災害など非常事態に備えた体

制の構築を行います。 

○感染予防の知識・考え方、感染対応の周知を図り、

感染症対策を徹底する。 

〇日頃からの備えと業務継続に向けた取り組みの強化

を行う。 

〇災害時の地域との連携した対応に向けた取り組みの

強化を行う。 

地域交流を深めます 〇地域とのつながりを深める為に、ボランティア活動

の受け入れ、及び、自治会活動等の地域活動に参加

する。 

〇苑内の活動を地域に還元できるような取り組みを検

討・実施する。 

○法人の地域貢献事業計画に基づいて実施する 

基準該当サービス事業所として、障害

者の生活支援に努めます。 

○障害者の生活介護サービスを通して、他のサービス

事業所と連携し生活支援を行う。 



＜ 愛寿苑 障害者デイサービス ＞ 

障害者総合支援法に基づいて、福井市障害福祉課が実施している障害福祉サービスを提供

する基準該当事業所として登録を行い、福井市生活支援デイサービス事業運営委託事業所

としてサービスの提供をするものである。 

 

＜福井市生活支援デイサービス事業運営委託事業 趣旨＞ 

本事業は、利用者（障害者）の社会孤立感の解消や心身機能の維持並びに、利用者家族の

身体的・精神的負担の軽減を図ることを運営の方針としている。委託者である福井市から、

障害者受給者証の認定証が発行された障害者に対して、生活介護・自立訓練等のサービス

を提供するものである。 

 

＜事業概要＞ 

 利用者 サービス内容 

生

活

介

護 

地域生活を営む上で、常時介護等の支援

が必要な者 

① 障害程度区分３以上である者 

② 年齢が５０歳以上の場合は、障害程度

区分２以上である者 

① 食事・入浴、排泄等の介護、日常生

活上の支援 

② 軽作業等の生産活動や創作活動の機

会の提供 

③ ①②を通じた身体能力、日常生活能

力の維持・向上を目的として、必要

な介護等を実施 

（
機

能

訓

練
） 

自 

立 

訓 
練 

地域生活を営む上で、身体能力・生活能力

の維持向上等のため、支援が必要な身体障

害者 

① 理学療法や身体的リハビリテーショ

ン、歩行訓練、コミュニケーション

や家事等の訓練 

② 日常生活上の相談支援、就労移行支

援事業所等のサービス機関との連絡

調整等の支援 

＊営業日、サービス提供時間等は、介護保険指定事業所である愛寿苑デイサービスセンタ

ーに準じるものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜愛寿苑デイサービスセンター 宿泊サービス＞（休止） 

福井県健康福祉部長寿福祉課が実施している「在宅介護女性ほっとひといき支援事業」に

事業所登録を行い、平成 21 年度より介護保険事業とは別に自主事業として宿泊サービスを

当デイサービスにて提供するものである。 

 

＜愛寿苑デイサービスセンター 宿泊サービス 趣旨＞ 

愛寿苑デイサービスセンター 宿泊サービスは、在宅で介護される方の介護負担の軽減を目

的とし、要支援者および要介護者の方を対象に、通所介護事業所で宿泊サービスを提供す

るものである。また、ご利用者にとっても「馴染みの環境で、馴染みの職員」という安心

した環境での宿泊となる。 

 

 

＜在宅介護女性ほっとひといき支援事業 趣旨＞ 

第 1条 在宅介護女性ほっとひといき支援事業（以下「事業」という。）は、市町が在宅介

護者の負担を軽減するため指定通所介護事業所が行う要介護者及び要支援者（以下「要介

護者等」という。）の宿泊サービス提供に係る利用料の一部を補助した場合、当該補助額に

対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、在宅介護の支援体制の充実を図ること

を目的とする。 

 

＜事業概要＞ 

営業日：週１回   利用定員：3名 

 

【業務内容】 

17：20 食事準備   （準夜勤：職員 1名）   

18：00 嚥下体操等 

18：15 食事 口腔機能サービス 服薬 

20：00 就寝準備（更衣、トイレ誘導、バイタルチェック等）  

22：00 記録 見守り 

00：00 夜勤申し送り （深夜勤：職員 1名） 

2：00 記録 見守り 

6：00 起床 洗面整容 更衣 

7：00 食事準備 嚥下体操 バイタルチェック 

7：30 食事 デイ営業開始前の準備 

8：30 記録 見守り 

 

 

 

 

 

 


